
【別紙２】 

独立委員会規則の概要 

 

1． 独立委員会は、当社取締役会の決議により、大規模買付け等への対抗措置の発動等に関する取締役会

の恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として、設

置される。 

2． 独立委員会委員は、３名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立した当社社外取締役の中か

ら、当社取締役会の決議に基づき選任される。なお、当社は、独立委員会委員との間で、善管注意義

務及び秘密保持義務に関する規定を含む契約を締結する。 

3． 独立委員会の委員の任期は、選任のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の日又は別途当該独立委員会委員と当社が合意した日までとする。但し、当社取

締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りではない。 

4． 独立委員会は、当社代表取締役又は各独立委員会委員が招集する。 

5． 独立委員会の議長は、各独立委員会委員の互選により選定される。 

6． 独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。

但し、独立委員会委員のいずれかに事故があるときその他特段の事由があるときは、当該独立委員会

委員を除く独立委員会委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。 

7． 独立委員会は、以下の各号に記載される事項について審議の上決議し、その決議内容を、理由を付し

て当社取締役会に対して勧告する。 

(1) 本プランに係る対抗措置の発動の是非 

(2) 本プランに係る対抗措置発動の停止 

(3) 本プランの廃止及び変更 

(4) その他本プランに関連して当社取締役会が任意に独立委員会に諮問する事項 

各独立委員会委員は独立委員会における審議及び決議においては、専ら当社の企業価値・株主

共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、自己又は当社の経営陣の個人的

利益を図ることを目的としてはならない。 

8． 独立委員会は、必要に応じて、当社の取締役又は従業員その他必要と認める者を出席させ、独立委員

会が求める事項に関する意見又は説明を求めることができる。 

9． 独立委員会は、その職務の遂行に当たり、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した

外部専門家（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサル

タントその他の専門家を含む。）から助言を得ることができる。 


